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関市農業委員会総会議事録 

 場所：関市役所 大会議室  

○議事日程 

平成２７年１１月２４日（火曜日）午前１０時００分 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農用地利用集積計画の承認について 

（５）議案第４号 関農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

（６）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

  

 

 

○出席委員（３３名） 

１番 早川 英雄 君   ２番 早川 誠一 君   ３番 佐藤 久雄 君 

４番 早川 清治 君   ６番 佐藤 善一 君   ７番 清水 宗夫 君 

８番 兼村 正美 君   ９番 石木 治男 君  １０番 後藤 利彦 君 

１１番 大澤 慶一 君  １２番 八木 豊明 君  １３番 杉山 德成 君 

１４番 村井 由和 君  １５番 山田 晴重 君  １６番 亀山  浩 君 

１７番 安田 孝義 君  １８番 篠田 泰道 君  １９番 横井 文雄 君 

２０番  中島 利彦 君  ２１番 増井 賢一 君  ２２番 加藤政比古 君 

２３番 土屋 尊史 君  ２４番 神山 博和 君  ２５番 野村  茂 君 

２６番 長屋 芳成 君  ２７番 日置  香 君  ２９番 相宮 千秋 君 

３０番 永井 博光 君  ３１番 岡田 忠敏 君  ３２番 伊佐地鐡夫 君 

３３番 川村 信子 君  ３４番 漆畑 和子 君  ３５番 岩田 幸子  君 

   

 

○欠席委員（２名） 

 ２８番 藤川 勝 君   ３６番 鷲見 勇 君 

  

 

 

○委員以外の出席者 

経済部長          坂井 一弘 君  農業委員会事務局長     玉田 和久 君 

農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君  農業委員会事務局主任主査  加藤 京子 君 

洞戸事務所 課長補佐   足立庄三郎 君  板取事務所 主任主査    長屋 守世 君 

武芸川事務所 主査    松井 信弘 君  武儀事務所 主査         猿渡 香織 君 

上之保事務所  主査     加藤光太郎 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾成広君） それでは、これから農業委員会総会を始めさせていただきま

す。まず、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、はじめに佐藤善一会長からご挨拶をお

願いします。 

○議長（佐藤善一君）  

 １１月は色々と忙しい月です。４日に総会、６日に京田辺市からの視察、１２日は中津川への

視察、１５日は中濃農業祭、最近では上之保のゆず祭りが二日間にわたって行われました。 

本日は今年最後の農業委員会です。議題に農振除外の審議が盛り込まれています。いつもより長

時間の審議になるかと予想されますが、よろしくお願いします。 

○課長補佐（長尾成広君）それでは、経済部長にあいさつをお願いします。 

○経済部長（坂井一弘君）議長からも挨拶がありましたように、１１月は本当に忙しい月です。 

私どもも先々週に西にし秋の祭典で武芸川に、先日はゆず祭りで上之保に行ってまいりました。

今年は実り多い秋で、豊作だったらしく、たくさんの柿やゆずが並んでいました。農業委員さん

を始め地域の方々の専心的な取り組みの中で実績として挙がってきた結果だと思い、心から感謝

申し上げます。 

 これからも農業委員さんにおかれましては地域のためにご尽力いただきながら、市の農業振興

にむけてご努力していただきたいことをお願いします。 

○議長（佐藤善一君） それでは、ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。本日は、２８

番 藤川 勝委員、３６番 鷲見 勇委員が欠席ですが、会議規則第８条により委員の過半数の出席

により総会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

３５番 岩田幸子委員、１番 早川英雄委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 議案第１号農地法第３条の規定により、下記農地の申請があ

りましたので、審議を求めます。 

議案は１ページからになります。 

１番の案件は譲受人の３条使用貸借している土地が契約期限切れのため、経営耕地面積に該当せ

ず下限面積５反を満たさないため、取り下げとなりました。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

所有権移転で申請地は、小瀬地内､小瀬南公民センターの北西３１０ｍなどに位置する農振農用地

である田２筆、２０７４㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、農業経営が困

難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

３番の案件は位置図が３ページになります。 

所有権移転で申請地は、洞戸片地内､洞戸片公民館の南西３００ｍに位置する農振農用地である 

田、２４３９㎡です。 
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譲受人は、弟である譲渡人より申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡

人は、岐阜市に移転したことにより農業経営が困難になったため、兄である譲受人に無償で譲り渡

すというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの２件、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○   議長（佐藤善一君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。１番は

取下げですので２番から始めます。 

○ １３番（杉山德成君） ２番について異議ありません。 

○ 議長（佐藤善一君） 担当委員より３番について異議なしと伺っております。それではこれよ

り質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について原案のとおり許可す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

ありがとうございました。 

 議案第１号の１件につきまして原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第２号農地法第５条の規定により、下記農地の申請があっ

たので、意見を求めます。 

 議案は２ページからになります。 

１番の案件は位置図が４ページになります。 

所有権移転で申請地は鋳物師屋７丁目地内、関中央病院の西１６０ｍほどに位置する登記地目が 

雑種地、現況地目が畑、１５８㎡です。 

譲受人は、不動産業などを営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、建売分譲住宅を建築した

いというもの。譲渡人は、譲受人の要望により申請地を譲り渡したいというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が５ページになります。 

所有権移転で申請地は段下地内、倉知小学校の西３００ｍほどに位置する田３筆、１６８８㎡、

畑２筆、５４６㎡です。 

譲受人は、不動産業などを営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、分譲住宅敷地として整備

したいというもの。譲渡人は、申請地を相続により取得したが、高齢により農業経営が困難になっ

てきたため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

なお、段下１３０－１については、平成２７年７月２９日に分譲住宅敷地として５条許可が下り

ていますが、今回の申請敷地内にこの筆がありかつ農地性がありましたので、１１月６日に取り消

し申請が受理されています。 
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 この案件は、１０００㎡を超えていますので関市開発要綱の審査に該当し同時許可案件になりま

す。 

３番の案件は位置図が６ページになります。 

所有権移転で申請地は倉知地内、小屋名雇用促進住宅の南東３９０ｍほどに位置する田８８９㎡

です。 

譲受人は、不動産・土木工事業などを営んでいる法人であり、申請地を譲り受け申請地東側にあ

る雑種地とともに、分譲住宅敷地として整備したいというもの。譲渡人は、申請地を相続により取

得したが、高齢により農業経営が困難になってきたため譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの

です。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

１１月５日に現地確認をしたところ、農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

 この案件は、１０００㎡を超えていますので関市開発要綱の審査に該当し同時許可案件になりま

す。 

４番の案件は位置図が７ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、下有知及び水ノ輪町地内、下有知南部公民センターの南東２２０

ｍほどに位置する畑２筆、２５１㎡です。 

使用借人は、園芸用の材料などの卸売、販売及び造園事業等を営んでいる法人であり、申請地を

借り受けて、太陽光発電施設を整備したいというもの。使用貸人は、使用借人である法人の経営者

の祖父であり、使用借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

 使用貸借の期間は、許可日から２０年間としています。  

５番の案件は位置図が８ページになります。 

所有権移転で申請地は下有知地内、長良川鉄道関市役所駅の北北西３６０ｍほどに位置する田 

１１６６㎡のうち７９３．３９㎡です。 

譲受人は、不動産業を営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、建売分譲住宅敷地として整備

したいというもの。譲渡人は、相続により申請地を取得したが、農業経営が困難であったところ譲

受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、道路、下水道その他の公共施設鉄道の駅の整備状況から、長良川鉄道市役所駅か

ら３６０ｍほどであり、鉄道の駅より５００ｍ以内に申請地があるため第２種農地と判断します。 

６番の案件は位置図が９ページになります。 

所有権移転で申請地は下有知地内、キクイケ整形外科医院の南西１１０ｍほどに位置する田９０

㎡です。 

譲受人は、不動産業などを営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、申請地に隣接する共同住

宅の駐車場として整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもので

す。      

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 



－5－ 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

７番の案件は位置図が１０ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、池田町地内、関警察署の北西３８０ｍほどに位置する田３３３㎡

のうち２３１．７５㎡です。 

使用借人は、現在賃貸住宅に居住しており、使用借人の妻の祖父より申請地を借り受けて、自己

用の住宅を建築したいというもの。使用貸人は、使用借人の申し出に応じ貸しつけるというもので

す。      

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

８番の案件は位置図が１１ページになります。 

所有権移転で申請地は、小瀬長池町地内、三洋堂新関書店の南南西１９０ｍほどに位置する田３

筆、３８０㎡です。 

譲受人は、不動産業等を営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、分譲住宅敷地として整備し

たいというもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すと

いうものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

９番の案件は位置図が１２ページになります。 

所有権移転で申請地は、北福野町地内、西部公民センターの北北東２４０ｍほどに位置する畑、

４１７㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、共同住宅を建築したいというもの。譲渡人は、高齢により農業経

営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

 １０番の案件は位置図が１３ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は、植野地内、植野公民館の南西３４０ｍほどに位置する登記地目が 

田、現況地目が宅地１７㎡及び登記地目が畑、現況地目が宅地、３２㎡です。 

使用借人は、現在賃貸住宅に居住しており家財道具等が増え手狭になってきたため、申請地を借

り受け、隣接する宅地とともに使用貸人である母の敷地内に自己用の住宅を建築したいというもの。 

使用貸人は、使用借人の申し出に応じ貸しつけるというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、許可日から３５年間としています。  

１１番の案件は位置図が１４ページになります。 

所有権移転で申請地は、小屋名地内、西部保育園の東３５０ｍほどに位置する登記地目が田、現

況地目が田一部雑種地、５０２㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受けて、自宅への進入路として整備したいというもの。譲渡人は、申請

地を相続により取得したが、遠方に居住しており農業経営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲

り渡すというものです。      
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隣接農地の承諾書の添付があります。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田一部雑種地であったため、始末書の添付があります。 

１２番の案件は位置図が１５ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保川合地内、関市上之保事務所の北西８３０ｍほどに位置する畑、 

９３５㎡です。 

譲受人は、土木建設業を営んでいる法人であり、工事用車両が会社から離れたところにあったた

め、申請地を譲り受けて、会社の近くに工事用車両置き場を整備したいというもの。譲渡人は、譲

受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

隣接農地の承諾書の添付があります。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

次の１３番から１６番までの４件については、譲渡人、譲受人ともに同じ組み合わせで、洞戸小

瀬見地内にて申請されています。 

１３番の案件は位置図が１６ページになります。 

 所有権移転で申請地は、洞戸小瀬見地内、板取白谷体育館の北北西３４０ｍほどに位置する畑、 

１８４１㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受けて、植林をしたいというもの。譲渡人は、岐阜市に居住しており、

農業経営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、山林であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、中山間地域にある未整備な小規模農地に該当するため、第２種農地と判断します。 

１４番の案件は位置図が１７ページになります。 

 所有権移転で申請地は、洞戸小瀬見地内、板取白谷体育館の北北西３４０ｍほどに位置する畑、 

１８７㎡及び登記地目が畑、現況地目が宅地、１２８㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受けて、庭園を整備したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難なた

め、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑一部宅地であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１５番の案件は位置図が１８ページになります。 

 所有権移転で申請地は、洞戸小瀬見地内、板取白谷体育館の北北西３５０ｍほどに位置する登記 

地目が畑、現況地目が宅地、２７１㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受けて、自家用の駐車場を整備したいというもの。譲渡人は、農業経営

が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１６番の案件は位置図が１９ページになります。 

 所有権移転で申請地は、洞戸小瀬見地内、板取白谷体育館の北北西３９０ｍほどに位置する畑２ 

筆、１０６５㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受けて、植林をしたいというもの。譲渡人は、農業経営が困難なため、

譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 
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農地の区分は、中山間地域にある未整備な小規模農地に該当するため、第２種農地と判断します。 

１７番の案件は位置図が２０ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町谷口地内、武芸小学校の北東５５０ｍほどに位置する畑４６３

㎡です。 

譲受人は、現在貸家に居住しており、申請地を譲りうけ、両親が近隣に住む申請地に自己用の住

宅を建築したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難なため譲受人の申し出に応じて譲り渡すと

いうものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１８番の案件は位置図が２１ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町跡部地内、道の駅武芸川の南６６０ｍほどに位置する登記地目

が畑、現況地目が畑一部宅地２筆、２０５㎡です。 

譲受人は、申請地を譲り受け、駐車場及び庭として整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の

申し出に応じて譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの１５件、使用貸借権の設定に関するもの３件、計１８件につきま

して、ご審議をお願いいたします。 

○ 議長（佐藤善一君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ １番（早川英雄君） １番について異議ありません。 

○ ７番（清水宗夫君） ２番について異議ありません。 

○１０番（後藤利彦君） ３番について異議ありません。 

○１１番（大澤慶一君） ４番、５番、６番について異議ありません。 

○１３番（杉山德成君） ７番、８番、９番について異議ありません。 

○１５番（山田晴重君） １０番について異議ありません。 

○１６番（亀山 浩君） １１番について異議ありません。 

○２３番（土屋尊史君） １２番について異議ありません。 

○２５番（野村 茂君） １３番、１４番、１５番、１６番について異議ありません。 

○２９番（相宮千秋君） １７番について異議ありません。 

○３０番（永井博光君） １８番について異議ありません。 

○ 議長（佐藤善一君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○２３番（土屋尊史君） ６番の案件ですが、現況が田になっていますが、たしか木が植わって

いて雑種地になっていたのではないかと思われますがどうでしょうか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）確かに木が植わっておりましたが畑とみなせないこともなかっ

たですし、課税地目も宅地並みではありませんでしたので農地のままにしました。 

○２３番（土屋尊史君） それにしても田ではないので、現況が田であるという表記は誤りでは

ないでしょうか。農転してしまえば関係なくなるわけですし、書類上のことだけかもしれません

がそのあたりはきちんと記すべきではないでしょうか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）ご指摘ありがとうございます。この件は畑に訂正させていただ

き、以後気を付けさせていただきます。 
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○ 議長（佐藤善一君）他に質疑はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号について、原案のとおり岐阜

県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の１８件を原案とおり岐阜県知事に進達することといたします。 

 次に、議案第３号農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。事務局の説明を求

めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 最初に、受付番号２番 関市上白金３６０－２については、

自分の身内に貸したいという理由で取下げがありました。 

また、受付番号５番 関市上白金１０９６‐４については、現在相続税の納税猶予期間中であり、

このまま申請された場合には、この案件は平成２１年以前に相続が発生しているため、納税猶予の

免除が相続発生より２０年であるところ、今回の特定貸付をすることにより、納税猶予の免除が終

身になってしまい、この方はあと８年後には、免除になるというメリットがなくなってしまうとい

う理由で取下げがありましたので申し添えます。 

それでは、関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画

の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は９ページになります。 

賃貸借権の設定に関するものについて５４筆２３件の承認を求められています。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

地目は、田が５４筆、６０１５０㎡です。  

地区は、武芸川町平、上白金地区です。 

 設定を受ける方は、㈲むげがわ農産、岐阜県農畜産公社です。 

 以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○  議長（佐藤善一君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のあ

る方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の農用地利用集積計画につい

て、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

それでは議案第３号農用地利用集積計画について原案のとおり許可することといたします。 

これより休憩をとりたいと思います。 

 

   （休憩） 

 

○ 議長（佐藤善一君）次に、議案第４号関農業振興地域整備計画の変更に係る意見について事務局の

説明を求めます。農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２の規定に基づき、関市長よ

り協議があったので意見を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）農振担当しております農務課 川島です。よろしくお願いしま

す。 
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議案第４号関農業振興整備計画の変更に関わる意見について、下記農地の申請があったので、

意見を求めます。 

農業振興地域整備計画変更申請各筆調書の１ページになります。 

関市農業振興地域整備計画の変更申請を９月末に締め切りまして、関市全体で除外が５５件５０

５１０.４㎡、用途区分変更２件３９６㎡、利用目的変更３件２７６５２㎡、計６０件７８５５８.

４㎡の申請がなされました。その後、１０月２７日から１１月１０日までの間、１４の地区協議会

において、協議をして意見をいただいております。 

今日は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項により、市長は、農業委員

会の意見を聴くものとするということで、申請箇所の説明をさせていただき、みなさんにご意見を

いただくものですので、よろしくご協議をお願いいたします。 

富野地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は３ページになります。 

整理番号１番は位置図が４ページになります。 

申請地は、富野中学校の南約１００ｍに位置する田３筆で２４８４㎡です。 

転用事業者は、事業拡張を計画し本社所在地近くにまとまった用地が必要となり、本社工場の東

側の農地３筆を取得し工場敷地と駐車場用地として利用したいというものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、申請地は、東側に小野川、南は太陽光発電施設となってお

り、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号２番は位置図が５ページになります。 

申請地は、坊地農業構造改善センターの東約１００ｍに位置する田７６８㎡です。 

転用事業者は、太陽光発電施設を設置したいというものです。 

 農地の区分は、第３種農地に該当し、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号３番は位置図が６ページになります。 

申請地は、今谷集会場の東約３３０ｍに位置する田で、１２７９㎡の内５６５㎡です。 

転用事業者は、親の土地を借りて住宅及び駐車場を建設するというものです。 

なお、東側は土砂災害特別警戒区域のため農地として利用予定です。南側は傾斜地のため現状維

持となっています。 

農地の区分は、第２種農地で、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

以上３件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○ 議長（佐藤善一君）それでは事務局の説明が終わりましたので、皆様方のご意見をお伺いした 

いと思います。何かございましたら挙手をして発言願います。 

それではこれより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。富野地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

        （全員挙手） 
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それでは富野地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして富岡地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友数君）富岡地区の除外について説明させていただきます。 

各筆調書は７ページになります。 

整理番号１番は位置図が８ページになります。 

申請地は、関中央病院の東側に位置する田１１３０㎡です。 

転用事業者は、申請地を借用し駐車場として利用したいというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当し、県営農村振興総合整備事業受益地となりますが、公共的施

設と考えられることから、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号２番は位置図が９ページになります。 

申請地は、肥田瀬ひかり団地の南側に位置する田１５００㎡です。 

転用事業者は、業務拡張により、運送用のトラック及び従業員やお客の車両の駐車場を確保する

というものです。 

農地の区分は、第３種農地に該当します。なお、県営農村振興総合整備事業の受益地となります

が、業務拡張に対応できなくなっており、必要性・緊急性を考えると農地転用はやむ得ないものと

考えます。 

以上２件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○ 議長（佐藤善一君）それでは事務局の説明が終わりましたので、皆様方のご意見をお伺いした 

いと思います。何かございましたら挙手をして発言願います。 

それではこれより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。富岡地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

        （全員挙手） 

それでは富岡地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして田原地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）それでは田原地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は１０ページになります。 

整理番号１番は位置図が１１ページになります。 

申請地は、東田原公民館南東約３４０ｍに位置する田３０８４㎡中３０１．２５㎡です。 

転用事業者は、申請地を親から借りて住宅を建て移りたいというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

整理番号２番は位置図が１２ページになります。 

申請地は、雇用促進住宅田原宿舎の北西約４００ｍに位置する田２筆で１８８８㎡です。 

転用事業者は、建築請負業を営んでおり、事業経営の拡張に伴い、建築資材置場、型枠置き場と
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して使用するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た

すと考えます。なお、申請地は、既に資材置場として利用されているため、始末書の添付がありま

す。 

整理番号３番は位置図が１３ページになります。 

申請地は、西田原公民館の西、約１４０ｍに位置する田１５０９㎡の内７５５㎡です。 

転用事業者は、家族が増え住居が手狭になったため、申請地を借用し分家住宅を建築するという

ものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

整理番号４番は位置図が１４ページになります。 

申請地は、田原ふれあいセンター東側に位置する田５３９㎡です。 

転用事業者は、田原ふれあいセンター駐車場を増設するものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、公共施設のため農地転用の許可基準を満たすと考え

ます。 

整理番号５番は位置図が１５ページになります。 

申請地は、下迫間公民館の東約５５０ｍに位置する田５筆４６３７㎡です。 

転用事業者は、工場の拡張に伴い従業員駐車場がなくなるため、申請地を取得し駐車場を整備す

るものとなっています。 

農地の区分は、第２種農地と思われ、転用基準は、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供

することによっても当該申請に係る事業の目的を達成できない場合のため農地転用の許可基準を満

たすと考えます。 

整理番号６番は位置図が１６ページになります。 

申請地は、下迫間公民館北西約３５０ｍに位置する田６９７㎡です。 

転用事業者は、会社関係者の訪問や運送業者のトラックが出入りする際に広い駐車場が必要にな

ったこと、従業員の駐車場も手狭になったことから、駐車場を整備するというものです。 

農地の区分は、第３種農地であり、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

以上６件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○ 議長（佐藤善一君）それでは事務局の説明が終わりましたので、皆様方のご意見をお伺いした 

いと思います。何かございましたら挙手をして発言願います。 

それではこれより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○２３番（土屋尊史君）質疑といわれますが、各地区において審議されたものですし、農業委員も

担当地区じゃないものに関してはよく分からないわけです。この進め方について説明をしてくださ

い。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）最初に各地区に部会で協議していただいております。その後、農

業委員会で意見を出して、最終的に全体協議会、県との管理部会を経て除外申請が許可されるとい

う流れになっております。 
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農地転用できるものを農振除外していくという仕組みになっています。そういう意味で、農業委員

会から意見を聞くこととなっています。 

 地区によっては、本来は許可できないようなものに対してもこの人から出てきた頼みだからと意

見が通ってしまうというような状況があったりもします。そういうようなところを農業委員さんの

目でしっかりと見て意見をだしていただきたいです。 

○８番（兼村正美君）我々も全部の地区の状況がわかるわけではないですから、各地区の部会に出

た人に、その時の状況を話してもらった方がいいのではないでしょうか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）中には農業委員でありながら農政推進委員である方もいらっしゃ

います。事務局の説明にもし補足していただけるようでしたらお願いします。 

○１７番（安田孝義君）私は下白金・山田地区の担当ですが農振については地区の農振委員で協議

されているようです。正直に言って、実際私たちの耳には噂程度の情報しか入ってきません。書類

を見るだけです。それで意見を求められてもお答えできないと思うのですが。 

○事務局長（玉田和久君）農地法上、問題がないかを協議していただきたいです。問題があったも

のについてこちらからその問題点について示させていただきますので、皆さんからご意見をお聞き

したいと思いますのでよろしくお願いします。 

○２３番（土屋尊史君）補足ですが、私は上之保地区で農業委員として２期目ですが、１期目の時

に実際農振の担当になりまして農振の会議を開いたときに、初めて会う人ばかりでした。年２回開

催するだけですし。土木水利委員や全く関係のない人たちと協議したわけですが、全く意思の疎通

が図れなかったため、２期目の時に農政推進委員にも出席していただきました。その後、一緒に農

地パトロールもして農業委員と農政推進委員が農振除外についても協議することになりました。で

すからお互いに農地についてよく分かりますので、他の地区もそのようにされたらどうかと思いま

す。 

○ 議長（佐藤善一君）今、色んな意見が出ましたが、全部間違いではなく当然の意見であると思

います。私も地区の農振の会議に出席しておりません。ただ事前にどういう案件があるかというこ

とはわかっておりましたのでいいのですが、今後は農振の会議に、地区から出た農業委員さんは全

員その地区の会議に出席できるようになるといいと思います。そうすれば、このような場で事務局

の説明の補足も出来るのではないかと考えられます。 

今日は、特に問題のないものや、農振の会議に出席した農業委員がいない地区に関しては事務局

からの説明だけにとどめ、農振の会議に出席された方がいらっしゃる地区においては補足説明をし

ていただく形で会議をすすめていってもよろしいでしょうか 

○７番（清水宗夫君） 私は農振の会議にも出席していたので内容も全て知っていますし、理解し

ていますが、今まで説明された案件は特に問題ないものだと理解してよろしいのでしょうか 

○農務課課長補佐（川島友教君）特別反対があったわけではなく、賛成されたというものです。 

○７番（清水宗夫君）すぐに満場一致で済んだということですか？ある程度、意見が一つや二つ、

出ていると思いますが。 

○事務局長（玉田和久君）地区の意見がどうだったかという話ですが、何か出ていれば説明させて

いただきます。 

○２番（早川誠一君）自分の担当という話がありましたが、例えば２番の工業団地の前の土地です

がこういうことが起こった時の困ったことというのは実際にあります。用水・排水・進入路最終的

には全部変えられましたけれどこのままでは排水もここで止まってしまう状況でした。 



－13－ 

そのようなところをしっかりしていないと、周りの他の農地に影響を及ぼしてしまいます。以前も

あったのですが道路一本出来ると、田の形が変になり、段差ができる、排水のことで困ることが出

てくるという状況になったりもします。この場所にこの目的で除外転用すること自体に問題はなく

ても、他への影響もあり環境が変わってしまうことも考え、それも解決していかないといけないと

考えます。 

○議長（佐藤善一君）事務局からは賛成も反対もあり採決できなかった案件もあると聞いておりま

す。この会議においては、事務局からこの案件については、地区でこのような意見がでており、こ

ういう状況だったと説明していただき進めていきたいと思います。 

    （「はい」の声あり） 

それでは田原地区について再度補足説明があるようでしたらお願いします。 

担当の田原地区の農業委員さんからは何も問題ないと聞いております。担当ではないとことは

特に何もわからないという意見も先程ありましたが、何かご意見はありませんか 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。田原地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

        （全員挙手） 

それでは田原地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして関地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）関地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は１７ページになります。 

整理番号１番は位置図が１８ページになります。 

申請地は、稲口公民センターの北約２５０ｍに位置する田３筆、２０９２㎡です。 

転用事業者は、株式会社ダスキン関を経営していますが、事業拡張のため現事務所が手狭となり、

申請場所に事務所及び駐車場を建設するというものです。 

農地の区分は、第３種農地に該当し、農地転用の許可基準を満たします。 

整理番号２番は位置図が１９ページになります。 

申請地は、中池入口交差点より南４４０mに位置する田２９３４㎡中１８００㎡です。 

転用事業者は、本申請地の隣接地において農産物直売所の建設を計画しており、申請地にその来

客及び従業員の駐車場を建設するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、農畜産物販売施設に該当し、農地転用の許可基準を

満たします。 

整理番号３番は位置図が２０ページになります。 

申請地は、旭ヶ丘ふれあいセンター北約４４０ｍに位置する田２１６９㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅５棟を計画したいというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、転用目的及び申請地の周囲の状況から農地転用の許

可基準を満たさないと考えます。 

なお、２番農産物直売所の駐車場に関してですが委員さんの方からは、吉田沖の一番真ん中に現
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実に存在し農業用の倉庫もあるわけですがあまりにも真ん中だからいかがなものかという意見もあ

りましたが、最終的には３番もありますし賛成になったというものです。 

また、３番についてですが一種農地で吉田沖の一番良い場所ですので農地転用の許可基準を満た

さないという方向で審議をさせていただいたのですが、賛否をとられましてこちらも地元としては

賛成になったものです。 

以上３件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○ 議長（佐藤善一君）それでは事務局の説明が終わりましたので、皆様方のご意見をお伺いした 

いと思います。何かございましたら挙手をして発言願います。 

○８番（兼村正美君）私は担当委員ですのでお話させていただきます。２番についての農業用倉庫

ですが、地図を見ていただくと３筆あります。一番西側の斜線で記されている筆は前回除外された

わけですが、現在までそのままで使われておりません。このまま同じように許可してもやられない

んじゃないかと懸念されます。直売所を作っていて駐車場がまだ足らないというならわかりますが

そういう現状ではありません。賛成が２/３以上となりましたが、実際は４回採決されました。とに

かく２/３以上になるまで採決をとったという感じです。 

３番についても許可しない方がいいと思いますが、地元は賛成となりました。一つの意見としま

してはここに排水路があるからそれで区切りがつくからいいというものがありました。しかし、そ

れならばなぜ初めからこの用水で除外地区の区切りを付けなかったのかという話にもなりました。 

○ ７番（清水宗夫君）２番は詳細な説明を聞きましたら、毎月大型バスが５台来る予定だという 

ことです。皆さんもご存じだと思いますが、ここは中池へ続く道でありましてメイン道路ですが観

光バスのような大型車はすれ違えません。最近の農機具は大型化していますし、そんなのが行きか

っていたら排気ガス等の影響もあり農業に支障が出てくるはずです。 

３番は隣が小学校の通学路になっています。毎日通学する子どもにも影響してきますし、もう一点

はやっぱりこれだけ優良な場所にある農地を除外してしまうと、このまま周りの農地もどんどん除

外の方向にいってしまうのではないかと危惧されます。将来的なことを見据えてここは簡単に除外

するべきではないと思います。 

○９番（石木治男君）同じ地区の担当委員です。２番の件ですが、地元の方からも苦情がくるんで

す。田で栽培しているものが稲か稗かもわからないような感じですし、排水路の土手もきれいにし

ていなくて通行の妨げにもなっている。そのようなことを改善してもらわないといけません。 

○２３番（土屋尊史君）２番の件ですが、現状としてあるということは仕方がないとしましても、

もしここで許可しますとそこが商業地・住宅地という名目になり結局下水や排水の関係も発生して

きて、隣に住宅が作れるような状況になっていってしまいます。関市としてここを農地として守っ

ていくという姿勢を示すのか、今後住宅地とはしませんと網掛けをするとか考えた方がいいのでは

ないでしょうか 

○事務局長（玉田和久君）ただ今、担当委員より補足説明もありましたが、それとは違った意見と

して１２月の全体の協議会に挙げていきたいと思います。 

○ 議長（佐藤善一君）色々な意見がでましたが、関地区の担当の農業委員さん３名からもご意見

をいただきました。２件については農地法上、許可基準を満たさない、問題があると考えられる案

件にあたるかと思われます。担当委員からもこの２件については全員が賛成だったわけではない事

をお聞きしましたし、問題が多々あるという意見も出ていました。 
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まずは１番について異議がないと思われる方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

１番については異議がない旨を申し伝えることといたします。 

それでは２番、３番について異議があると思われる方は挙手をお願いします。 

（全員挙手しない） 

これは、全員、異議ありと捉えてよろしいでしょうか。 

          （はい） 

それでは２番、３番については異議がある旨を申し伝えることといたします。 

続きまして倉知地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）倉地地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は２１ページになります。 

整理番号１及び２番は同一目的のため一括説明します。位置図は２２ページになります。   

申請地は、倉知公民センターの南約３００ｍに位置する農地で整理番号１が、田１５５７㎡の内

１６５．８５㎡、整理番号２が、田１００７㎡の内１６５．４４㎡です。 

転用事業者は、申請地の北側の開発に対し、地元の要望に応える形で道路を自費拡張されるもの

です。 

農地の区分は、第１種農地に該当し、県営農村振興総合整備事業受益地となりますが、道路拡張

のため、農地転用の許可基準を満たします。 

以上２件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは倉知地区の除外について担当委員より説明願います。 

○１０番（後藤利彦君）私も農政推進委員ということで出席させていただきました。内容につきま

しては大型商業施設が出来るということで自動車の渋滞が予測され、それを緩和するということで

この案件が出てきたわけです。公共上公益上必要なものですので認められるものだと思います。１

５名中１２名賛成でした。 

○議長（佐藤善一君）担当地区の後藤委員より協議の内容説明がありましたが、他に各委員さんよ

りご質問等ございましたらお願いします。 

○７番（清水宗夫君）わかる範囲で構いませんが、この辺りの計画というのは現在どのようにすす

んでいるのでしょうか 

○農務課課長補佐（川島友教君）一番終わりの方（８０ページ）に図面がございますが、もともと

矢作地所がこの地図の黒い部分を開発するということで許可を得ていました。しかし、その計画が

頓挫して今回、転用事業者がサンストラッセに変わり利用目的変更として申請されております。内

容につきましてはメイン店舗・飲食店も多少変更があるようです。 

○議長（佐藤善一君）よろしいでしょうか。 

○７番（清水宗夫君）はい。 

○議長（佐藤善一君）他に質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 質疑もないようですので、これより採決いたします。倉知地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは倉知地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして下有知地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）下有知地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は２３ページになります。 

整理番号１番は位置図が２４ページになります。 

申請地は、上切公民センターの西約２７０ｍに位置する田９１４㎡中２６６㎡です。 

転用事業者は、親の農地を借用し分家住宅を建築するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、分家住宅のため農地転用の許可基準を満たすと考え

ます。 

整理番号２番は位置図が２５ページになります。 

申請地は、ゲンキー下有知店北西約１５０ｍに位置する田７４６㎡です。 

転用事業者は、利用目的変更の下有知地区の整理番号 1 の土地と一体利用し建売分譲住宅７棟を

建設するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

整理番号３番は位置図が２６ページになります。 

申請地は、上切公民センターの北東約２４０ｍに位置する田９５０㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅３棟を計画したというものです。 

農地の区分は、第３種農地に該当し、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号４番は位置図が２７ページになります。 

申請地は、あかつき幼稚園の西約６００ｍに位置する田２筆１６６１㎡中の９８０．８２㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅４棟を計画したというものです。 

この土地については、北隣の耕作者の隣地承諾書が添付されておりません。 

農地の区分は、第１種農地と思われます。転用目的及び申請地の周囲の状況から、農地転用の許

可基準を満たさないと考えます。 

また地区の部会においても不同意となっております。 

整理番号５番は位置図が２８ページになります。 

申請地は、あかつき幼稚園の東に位置する田６５３㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅３棟を計画したというものです。 

この農地について、北隣の耕作者の隣地承諾書が添付されておりません。 

農地の区分は、第１種農地と思われます。転用目的及び申請地の周囲の状況から、農地転用の許

可基準を満たさないと考えます。 

この件につきましても不同意となっております。 

以上５件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 
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○議長（佐藤善一君）それでは下有知地区の除外について担当委員より説明願います。 

○１２番（八木豊明君）１番の案件ですが息子さんの住宅ですのでよろしくお願いします。２番に

ついては、隣がすでに埋め立てられ宅地分譲の形になっておりますし、法面が急で下りたり上がっ

たりすることが難しいので、分譲住宅で転用するのは良いと思います。３番ですが西側は全部畑に

なっていますし、よろしくお願いします。 

○１１番（大澤慶一君）４番、５番ですけれども隣地承諾も得ていませんし、地域の部会としまし

ても不同意となりました。 

○議長（佐藤善一君）１，２，３番については問題なしで、４、５番については不同意であったそ

うです。 

○２３番（土屋尊史君）隣地承諾の件ですが、事務局は農転の申請の際に、現況が農地の場合で承

諾が得られない場合、何もなくても受け付けるのか、どうして承諾しないのかという理由書を付け

ていただいているのか。それによってこの原案の取り扱いが変わってくると思うのですが。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）隣地承諾書がいただけない場合、その申出書、説明書、理由書等

を頂いています。一般的にみて農業上支障がないと判断した場合は、承諾書がなくても許可してい

ます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）説明が不足していて申し訳なかったのですが、隣地承諾書が提出

出来ない理由書を提出していただいております。単純に何もないということではございません。 

○２３番（土屋尊史君）了解しました。 

○議長（佐藤善一君）他にご意見ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。下有知地区の１番、２番、３番について

異議のない方は挙手をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは下有知地区の１番、２番、３番については異議がない旨申し伝えることといたします。 

４番、５番について異議のある方は挙手をお願いします。 

     （全員挙手） 

それでは４番、５番は異議ありとし、その旨を申し伝えます。 

続きまして小瀬地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君） 

小瀬地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は２９ページになります。 

整理番号１番は位置図が３０ページになります。 

申請地は、せじり保育園の西に位置する田２５９２㎡中９８０㎡です。 

転用事業者は、今まで使用していた土地がふれあいセンター建設に伴い、市への返還を求められ、

子供の運動場がなくなることから、返還する面積と同程度を借りて運動場として使用するというも

のです。 
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農地の区分は、第１種農地に該当しますが、既存施設の拡張のため、農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

整理番号２番は位置図が３１ページになります。 

申請地は、濃飛西濃運輸(株)関支店の北、約１５０ｍに位置する田２筆、２３８２㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅７棟を建設するというものです。 

農地の区分は、第３種農地に該当し、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号３番は位置図が３２ページになります。 

申請地は、濃飛西濃運輸(株)関支店の北西３００ｍに位置する田１５８１㎡中の３２０㎡です。 

転用事業者は、母親の土地を借りて住居を建設したいというものです。 

農地の区分は、１種農地に該当すると思われますが、集落に接続しているため農地転用の許可基

準を満たすと考えます。 

（幅員４メートル以上の道路があり、瀬尻小学校、瀬尻保育園、瀬尻公民センターから約３００

ｍであるが、接続する道路に下水管はあるが、水管がなく３種農地に該当しない） 

整理番号４番は位置図が３３ページになります。 

申請地は、ＪＡめぐみの鮎之瀬支店の南西約２３０ｍに位置する田５７０㎡中の２７９㎡です。 

転用事業者は、申請地を借用し従業員駐車場を整備したいというものです。 

農地の区分は、１種農地に該当しますが、既存施設の拡張で、農地転用の許可基準を満たすと考

えます。（拡張部分が既存の敷地の 1/2を超えないものに限る） 

以上４件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは小瀬地区の除外について担当委員より説明願います。 

○１３番（杉山德成君）協議には出席していませんが書類をみて判断したことを申したいと思いま

す。１番についてですが小瀬地区の中心の教育地域になっております。ふれあいセンターが出来る

ということで、こちらを運動場にするということです。この辺りはこれからも教育地域になってい

くと思われますのでよろしくお願いします。２番についてですがこの辺りは、太陽光発電施設がで

きたり、住宅も増えてきておりますので問題ないと思われます。３番についてですが、「楓」という

飲食店がありまして、その隣に住宅を建てられるということで問題ないと思われます。４番につい

てですがここも問題ないと思われます。 

○議長（佐藤善一君）ただいま、担当委員より問題ないと説明がありましたが、他の委員さんから

何かご意見はございませんか 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。小瀬地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは小瀬地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして小金田地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君） 

小金田地区の除外について説明をいたします。 
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各筆調書は３４ページになります。 

整理番号１番は位置図が３５ページになります。 

申請地は、金竜小学校の南約２００ｍに位置する田９１８㎡です。 

転用事業者は、親の土地を借りて住居を建築し、親の隣に家族全員で住みたいというものです。 

農地の区分は、第３種農地のため農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号２番は位置図が３６ページになります。 

申請地は、上白金公民館西約３００ｍに位置する田 542㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅２棟を建設するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

整理番号３番は位置図が３７ページになります。 

申請地は、上白金公民館西約１７０ｍに位置する田９１１㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅３棟を建設するというものです。 

農地の区分は、第 2 種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

整理番号４番及び５番は同一場所のため一括説明します。 

位置図は４番が３８ページ、５番が３９ページになります。 

４番の申請地は、下白金公民センター南西約２００ｍに位置する田７０２㎡です。 

建売分譲住宅３棟を計画したというものです。 

５番の申請地は、４番の北側に位置する田５４５㎡です。 

農地の区分は、４番・５番とも第３種農地に該当し、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号６番は位置図が４０ページになります。 

申請地は、山田公民センター南西約５５０ｍに位置する畑１６９㎡です。 

転用事業者は、工場を増築し駐車場を建設したいというものです。 

農地の区分は、第３種農地に該当し、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

埋め立てられているため、始末書の添付があります。 

整理番号７番は位置図が４１ページになります。 

申請地は、山田公民センター南西約３００ｍに位置する田６５４㎡です。 

転用事業者は、現在の敷地が家族の増加で手狭となり農業用資器材倉庫と駐車場が不足するため、

当該土地を取得して建設するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当し、県営農村振興総合整備事業受益地となりますが、農業用資

器材倉庫を建設するということで農地転用の許可基準を満たすとかんがえます。 

整理番号８番と９番は一体利用地ですので一括説明します。 

位置図は４２ページになります。 

８番の申請地は、山田公民センター南西約３００ｍに位置する田３１７㎡です。 

転用事業者は、家族が増え、家が手狭となり、自宅の西側の親の土地を借りて分家住宅を建設す
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るというものです。南側の整理番号９番と一体利用となります。 

９番の申請地は、８の申請地の南で、田３４２㎡で、農地を取得して道路から住居への進入路と

庭を建設するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当し、県営農村振興総合整備事業受益地となりますが、 

分家住宅を建設するということで農地転用の許可基準を満たすとかんがえます。 

以上９件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは小金田地区の除外について担当委員より説明願います。 

○１６番（亀山 浩君）地区の農振委員になっていませんが、１番、２番、３番は地図で見る限り

問題ないと思います。 

○１７番（安田孝義君）私も地区の農振委員ではありませんが、４番、５番は周囲が宅地化されて

いますし問題ありません。６番は一部始末書付ですが問題ありません。７番、８番、９番について

は問題ありません。しかし、７番の除外理由が駐車場及び農業用倉庫となっておりますが実際のと

ころ農業はやっておりません。それだけ付け加えて異議なしとさせていただきます。 

○議長（佐藤善一君）ただいま、担当委員より問題ないと説明がありましたが、他に何かご意見は

ございませんか。 

○２３番（土屋尊史君）農振除外は１種農地の網掛け部分を外すか外さないかということだと思い

ますが、３種であるようなところは普段の農業委員会で審議すればよいのではないでしょうか 

○農務課課長補佐（川島友教君）今、審議しているのは農振の農用地の網掛けが入っているもので

す。農業委員会で転用の審議が出来るのは農振農用地以外の土地となっています。よって転用する

には農振農用地から外す作業が必要となります。今回は市の農振農用地の整備計画にその土地の地

番があり、その計画から外すというものです。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 農業振興地域の農振農用地というものと、農振農用地でないも

のは１種農地、２種農地、３種農地があります。ご存じのとおり３種農地というのは区画整理をし

ていたり市街化になっていくような土地であります。いわゆる用途地域であります。１種農地は農

振農用地ではないけれど農地が１０ｈａ以上連担しているような場所です。大体、農振農用地に隣

接しているようなものになります。先程、川島から説明がありましたが、農振農用地は原則転用で

きません。例外的に農業用倉庫・農業用施設なら用途変更して許可することができます。 

○２３番（土屋尊史君）住宅の中に農振農用地があること自体、間違っているんじゃないでしょう

か。また、何度も同じようなことを審議しないといけないのでしょうか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）ごもっともな意見です。区画整理や土地改良、農振除外に農地転

用など、それぞれで審議するものがあります。その際、農業委員であったり、農振委員であったり、

各委員を兼任されている方は何度も同じ様な会議に出席することになるのかもしれません。そうい

った場合は面倒だと思われるかもしれませんが、その都度、審議していただきますようご協力お願

いします。 

○２３番（土屋尊史君）分かりました。 
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○議長（佐藤善一君）他に質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。小金田地区について異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは小金田地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして保戸島地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）保戸島地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は４３ページになります。 

位置図は４４ページになります。 

整理番号１番と２番は一体利用地ですので一括説明します。 

申請地は、保明集会場の南２３０ｍに位置する畑です。 

１の申請地は畑、４１２㎡、２の申請地は畑、５７４㎡です。 

転用事業者は、協和コンクリート工業(株)で、事業の拡張により製品置き場が不足したため、工

場へ隣接する当該土地を取得し製品置き場とするというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、既存施設の拡張のため、農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

以上２件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは保戸島地区の除外について担当委員より説明願います。 

○１８番（篠田泰道君）１１月２日に農振の協議会を開催し、私も委員になっていましたから参加

いたしました。全会一致で問題なしとなりました。 

○議長（佐藤善一君）ただいま、担当委員より問題ないと説明がありましたが、他の委員さんから

何かご意見はございませんか 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。保戸島地区について異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは保戸島地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして西地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）西地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は４５ページになります。 

整理番号１番は位置図が４６ページになります。 

申請地は、ゲンキー関広見店東約５０ｍに位置する田８１３㎡です。 

転用事業者は、足立工業(株)の会長の足立栄美さんで、事業の拡張により従業員や来客の駐車場

が不足し地域に迷惑をかけないよう、工場の前にある農地に駐車場を造成するというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た
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すと考えます。 

整理番号２番は位置図が４７ページになります。 

申請地は、関市農村婦人の家南２５０ｍ位置する田４，０８０㎡です。 

転用事業者は、建売分譲住宅１２棟を造るとなっています。 

農地の区分は、第１種農地に該当し、転用目的及び申請地の周囲の状況から農地転用の許可基準

を満たさないと考えます。 

地区委員会については意見が割れまして１１名中、認めるが５名が、認めないが３名、保留が３

名ということで地区の採決としては保留ということになりました。 

整理番号３番は位置図が４８ページになります。 

申請地は、関市農村婦人の家北西約３００ｍに位置する田９９４㎡中１４０㎡です。 

転用事業者は、家財道具を入れる倉庫を建設する土地が不足するため、隣接する農地を借り受け

宅地とするものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、住宅敷地を増設するということで農地転用の許可基準を満

たすとかんがえます。 

以上３件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは保戸島地区の除外について担当委員より説明願います。 

○１４番（村井由和君）農政推進委員ではありませんが出席者より意見を聞きました。１番は足立

工業さんで自分の土地を自分の工場に貸すというもの、３番につきましては娘婿でありまして何も

問題ありません。ただ２番につきましては保留になり結論が出ませんでした。私としましても、集

団の農地の一番真ん中で優良地でございますので転用してほしくないですが、地域の中にいますと、

コメリやゲンキーがありますので、このような状況の中で本当に断れるのかどうかという思いもあ

ります。地域の意見も分かれておりますので、私も保留と言わざるをえないです。 

○議長（佐藤善一君）ただいま、担当委員より問題ないと説明がありましたが、他の委員さんから

何かご意見はございませんか 

 １番、３番について採決いたします。西地区の１番、３番について異議のない方は挙手をお願

いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは西地区の１番、３番については異議がない旨申し伝えることといたします。 

 ２番については、認めないとされる方は挙手をお願いします。 

      （全員挙手） 

それでは西地区の２番については異議がありという旨申し伝えることといたします。 

続きまして洞戸地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）洞戸地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は４９ページになります。 

整理番号１番は位置図が５０ページになります。 

申請地は、洞戸観光ヤナ北西２００ｍに位置する畑３７２㎡です。 
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転用事業者は、実家に近い申請地を親から借りて住宅を建設したいというものです。 

農地の区分は、第３種農地と考えられ、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号２番は位置図が５１ページになります。 

申請地は、中濃消防組合洞戸出張所北西３５０ｍに位置する畑５９㎡です。 

転用事業者は、申請地と道を挟んだ土地に自然養生保養所の建設を計画していますが、駐車場と

する土地の面積が足りなく、申請地を駐車場にしたいというものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

整理番号３番は位置図が５２ページになります。 

申請地は、岐阜バス洞戸車庫北１５０ｍに位置する田２筆、計１２６０㎡です。 

転用事業者は、駐車スペースが不足しており、駐車場整備を行うというものです。なお、既に埋

め立てられているため始末書が添付されています。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、施設の増設のため農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号４番は位置図が５３ページになります。 

申請地は、岐阜バス洞戸車庫北１５０ｍに位置する田９９８㎡です。 

転用事業者は、小規模行っている養殖を拡大安定化させるため、専用施設が必要となり、岐阜県

の事業目標に沿った規模の養殖棟とその進入路を建設するというものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、施設の増設のため農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号５番は位置図が５４ページになります。 

申請地は、洞戸飛瀬集会所西３００ｍに位置する畑６５４㎡です。 

転用事業者は、洞戸飛瀬の野村敏市さんで、申請地に終戦直後に杉を植林し、７０年近く経過し

大木の林となっており、今後も農地に復元利用する予定はないというものです。始末書が添付され

ています。 

農地の区分は、第３種農地と思われ、農地転用の許可基準を満たします。 

整理番号６番は位置図が５５ページになります。 

申請地は、国道２５６号線の洞戸尾倉 岩野口バス停より南東へ約９０ｍに位置する、田２筆計

１２２７㎡の内６４５．０３㎡です。 

転用事業者は、現在の住居が道路改良事業による立退きとなり、申請地に移転したいというもの

です。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、農家住宅の建築のため農地転用の許可基準を満たすと考え

ます。 

以上６件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは洞戸地区の除外について担当委員より説明願います。 

○２５番（野村茂君）ただいま事務局から説明を受けました通りです。地区委員会でも特別反対も

ありませんでしたし、全て認めるということになりました。 

○議長（佐藤善一君）今、担当の洞戸の野村委員より説明がありました。地域委員会では何もなか
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ったということですが、他に意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。洞戸地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは洞戸地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして武芸川地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）武芸川地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は５６ページになります。 

整理番号１番は位置図が５７ページになります。 

申請地は、一色公民館の西に位置する田１２１１㎡の内５００㎡です。 

転用事業者は、妻の実家に近い申請地を妻の親から借りて住宅を建設したいというものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

整理番号２番は位置図が５７ページになります。 

申請地は、宇多院公民館の東、約５００ｍに位置する田８９４．０１㎡の内５００．０１㎡です。 

転用事業者は、電気工事業を営んでおり、自宅の隣に資材置場を借りていたが地主より返却を求

められ、申請地を資材置場と駐車場にしたいというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当しますが、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満た

すと考えます。 

整理番号３番は位置図が５９ページになります。 

申請地は、武芸川警察官駐在所東約３６０ｍに位置する田２１３４㎡の内９５０㎡です。 

転用事業者は、自動車修理を営んでおり、親の土地を借りて駐車場として利用するというもので

す。 

農地の区分は、第２種農地に該当すると思われます。周囲を農地に囲まれており、転用目的及び

周囲の状況から、農地転用の許可基準を満たさないと考えます。 

この案件に関しましては、地区委員会におきましても不同意となりました。 

整理番号４番は位置図が６０ページになります。 

申請地は、武芸川スポーツ公園の南西約２００ｍに位置する田４７８㎡です。 

転用事業者は、アパートが手狭となり、申請地に住居を建設するというものです。 

農地の区分は、第３種農地と考えられ、農地転用の許可基準を満たすと考えます。 

整理番号５番は位置図が６１ページになります。 

申請地は、武芸川スポーツ公園の南東約１５０ｍに位置する畑１７８㎡です。 

転用事業者は、高齢となり、申請地の南約７０ｍに居住する娘夫婦の近いところに家を建て住み

たいというものです。 

農地の区分は、第１種農地に該当するとおもわれます。申請地の西隣の農地が、宅地転用が認め
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られていること、南に居住する娘夫婦の宅地転用が認められていること、申請地が畑で、隣接する

水田とは一線を画しており、畑としては一団の土地になっていないことから、農地転用の許可基準

を満たすと考えます。 

以上６件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは武芸川地区の除外について担当委員より説明願います。 

○２９番（相宮千秋君）１０月２２日に協議会がありまして、１，２，４，５番は全員賛成でした。

３番は美濃で自動車屋をやっておりますが、今回駐車場だけということでしたので、全員一致で却

下ということになりました。 

○議長（佐藤善一君）今、担当の武芸川の相宮委員より説明がありました。３番以外は地域委員会

では何もなかったということですが、他に意見はございませんか。 

○８番（兼村正美君）１番の除外理由が分家住宅となっていますが、次女の夫の家ですよね。それ

は分家住宅というのでしょうか 

○農務課課長補佐（川島友教君）申請人は次女の夫になっています。分家住宅には当てはまらない

ということで、一般住宅に訂正させていただきます。 

○議長（佐藤善一君）ほかにご意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。武芸川地区について３番以外の案件につ

きまして異議のない方は挙手をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは武芸川地区について３番以外は異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして、武儀地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）武儀地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は６２ページになります。 

整理番号１番、位置図は６３ページになります。 

申請地は、寺田集会所の北に位置する田８８２㎡です。 

申請者は、申請地を４３年間にわたり管理してきたが、高齢となり、転用事業者から「申請地に

太陽光発電施設を設置したい」との申し出があったため、除外申請を行うものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

整理番号２番は位置図が６４ページになります。 

申請地は、下之保戸丁集会所南、約１３０ｍに位置する畑５６１㎡です。 

転用事業者は、現在居住している住宅が崖の下で危険を感じており、市により土砂災害特別警戒

区域に指定され、子どもが結婚し同居することも考慮し、申請地へ転居を計画し住宅を建設すると

いうものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 
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以上２件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは武儀地区の除外について担当委員より説明願います。 

○２０番（中島利彦君）１番についてですが、先程事務局が説明された通りです。地区の会議でも

賛成され、この資料を配布されてから現地確認もしましたが何も問題ありません。 

○２１番（増井賢一君）２番についてですが、私は農政推進委員ではありませんが、申請地は私の

自宅近くであり現状はよく把握しています。地域におきましても反対がありませんでしたので、問

題ないと思われます。 

○議長（佐藤善一君）今、担当の武儀の委員より説明がありました。地域委員会では何もなかった

ということですが、他に意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。武儀地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは武儀地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして上之保地区の除外について事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）上之保地区の除外について説明をいたします。 

各筆調書は６５ページになります。 

整理番号１番、位置図は６６ページになります。 

申請地は、上之保宮脇集会所の南東約１７０ｍに位置する畑４８１㎡の内４７㎡です。 

申請者は、自家用車の車庫がないため、自宅横の畑に車庫を建てるというものです。 

既に車庫を建設しているため、始末書が添付されています。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

整理番号２番は位置図が６７ページになります。 

申請地は、上之保温泉ほほえみの湯、北約２５０ｍに位置する畑２筆１８６０㎡です。 

転用事業者は、木材業を営んでおり、木材を搬入・搬出するに必要な木材置場に使用したい、と

いうものです。既に埋め立てされているため、始末書が添付されています。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

整理番号３番は位置図が６８ページになります。 

申請地は、上之保阿木集会所の北西約９０ｍに位置する畑２筆２３４㎡です。 

転用事業者は、名古屋に居住しており、申請地の隣接の宅地を含めて造成し、別荘を建築したい、

というものです。 

農地の区分は、第２種農地に該当し、集落に接続しているため農地転用の許可基準を満たすと考

えます。 

以上３件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）それでは上之保地区の除外について担当委員より説明願います。 
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○２３番（土屋尊史君）１番については、すでに無断転用されていましたので、きちんと手続きを

してくださいとお願いし申請された案件です。２番に関しましては、これもすでに埋め立ててしま

い建設業者が使用しておりましたが、その業者が倒産してしまい、現在は平地のままになっていま

す。申請者によってきちんと管理されるようになればよいと思われます。３番に関しましては、昔

の網掛けの問題で農振地区に入ってしまっています。本来は農振地区でなくてもよいような場所で

す。問題ないと思われます。 

○議長（佐藤善一君）今、担当の上之保の委員より説明がありました。何もなかったということで

すが、他に意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。上之保地区について異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは上之保地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして、農業振興地域整備計画変更申請（関地区の用途区分変更）につきまして事務局か

らの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）関地区の用途区分変更につきまして説明させていただきます。 

各筆調書は、７０ページになります。 

 整理番号１番、位置図は７１ページです。 

 申請地は、稲口公民センター東約３５０ｍの田２筆１９５６㎡の内１９８㎡で、農地を農業用施設用

地へ変更したいというものです。 

 転用者は、申請地周辺に７６a の水田を所有しており、敷地内に建築を計画しましたが、土地確保が

できないため、申請地に農作業場・農機具庫を建築したいというものです。既に建築済みのため、始末

書と誓約書が添付されています。 

（関地区協議会において、整理番号１については、やむを得ないと同意されました。） 

以上１件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局からの説明が終わりましたので、意見のある方はございませんか 

（「なし」の声あり） 

 意見もないようですので、これより採決いたします。関地区について異議のない方は挙手をお

願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは関地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして、上之保の用途区分変更につきまして事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君） 上之保地区の用途区分変更につきまして説明いたします。各筆調

書は、７２ページになります。 

 整理番号１番は位置図が７３ページです。 

 申請地は、上之保阿木集会所の北西約３００ｍに位置する田１９８㎡で、農地を農業用施設用地へ

変更したいというものです。 

 転用者は、申請地周辺で肉用牛の繁殖雌牛７頭を飼育していますが、繁殖雌牛を５頭増やすため、申
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請地に牛舎と運動場を整備したいというものです。  

以上１件につきまして、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局からの説明が終わりましたが、ご意見がある方はございませんか。 

○２３番（土屋尊史君）地区協議会で問題なしとされましたけれども、施設が増えることに伴い糞

尿の変更申請等は農務課に出されているのでしょうか。 

○事務局長（玉田和久君）まだです。 

○議長（佐藤善一君）他に意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 意見もないようですので、これより採決いたします。上之保地区について異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは上之保地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして、田原の利用目的変更につきまして事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）田原地区の利用目的変更につきまして説明いたします。各筆調書７

５ページになります。 

 整理番号１番は位置図が７６ページです。 

 申請地は、迫間の岐阜県畜産研究所南に位置する田４筆、３，５３１㎡です。 

 平成２７年４月に、転用事業者、株式会社グリーンズメンテルが、採石加工品販売所用地として、農

振除外の許可がされました。その後、隣接地に居住する土地所有者より、現在居住している住居と敷地

も合わせて買ってほしいと言われ、資金的に購入できないことから事業を断念したところ、林輝工業株

式会社が工場用地として申請地及び隣接地を購入したいという事で、林輝工業株式会社が転用事業者と

なり、利用目的も工場敷地及び駐車場に変更されるというものです。 

以上、１件につきまして、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）事務局からの説明が終わりましたが、ご意見がある方はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 意見もないようですので、これより採決いたします。田原地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは田原地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして、倉知の利用目的変更につきまして事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君） 倉地地区の利用目的変更につきまして説明いたします。各筆調書７7

ページから７９ページになります。 

 整理番号１番は位置図が８０ページです。 

 申請地は、関市倉知字会所前８０５番外１５筆で、倉知保育園の南に位置する田２２８３２㎡です。 

 Ｈ２５.６.２５に農振除外が認められ、開発申請がなされた案件ですが、転用事業者が申請地での事業

を行うことが困難となり、計画が中断していましたが、(株)サンストラッセが矢作地所(株)から計画を引

継ぎ、物販店舗 1 店と周囲に飲食店舗 7 店を配置する計画を立て、申請されたものです。 

以上、１件につきまして、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）事務局からの説明が終わりましたが、ご質問がある方はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。倉知地区について異議のない方は挙手を

お願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは倉知地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

続きまして、下有知の利用目的変更につきまして事務局からの説明を求めます。 

○農務課課長補佐（川島友教君）下有知地区の利用目的変更につきまして説明いたします。各筆調書８

１ページになります。 

 整理番号１番は位置図が８２ページです。 

 申請地は、ゲンキー下有知店北西約１５０ｍに位置する田１，２８９㎡です。 

 平成２７年４月に「太陽光発電施設に関する資材置場」として除外が認められた案件ですが、転用事

業者より「太陽光発電の買い取り価格が下がり太陽光発電設置者離れが予想される事態となり、事業内

容を見直し下有知地区の除外、整理番号２の土地と一体利用して分譲住宅敷地とする。」として変更申請

され、転用事業者も変更申請されたものです。 

以上、１件につきまして、よろしくご審議をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）事務局からの説明が終わりましたが、ご意見がある方はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。下有知地区について異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

          （全員挙手） 

それでは下有知地区については異議がない旨申し伝えることといたします。 

以上をもちまして議案の審議は全て終了しました。その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君） 先程のサンストラッセの件ですが、Ｈ２５．６の農振除外でし 

た。農振除外については、市の公告、県の公告がありまして、そこで２件とも２年間遅れていると 

いう状況でした。その間に、王将が撤退され、ヤマダ電機も何店舗も閉鎖する状況にあり矢作地所 

が撤退され今回の変更になりました。このような大きな事業をやられる場合は、従業員の４０％以 

上を地元雇用するという条件がありますが、それも頓挫してしまっていました。そのような流れが 

ありましたので補足させていただきます。 

先程の議案で報告だけ追加させていただきます。農地法第１８条第６項の規定による届出 賃貸

者の合意解約の届出について、説明させていただきます。 

今回２件の届出があります。議案は１４ぺージになります。 

番号１の案件は賃借人が山下 洋志さんです。 

 広見地内の田２筆、４７３９㎡です。 

合意解約日は、平成２７年１０月３０日です。 

番号２の案件は賃借人が八代 治郎さんです。 

 下有知地内の田１筆、１１６６㎡です。 

合意解約日は、平成２７年１１月２日です。 

次回の総会は１月５日午後３時から関市役所大会議室です。 

また、１２月の主な行事予定は、１２月１５日が転用申請等受付締切日で、１２月１６日、１７ 



－30－ 

日が転用申請等現地確認日です。 

○議長（佐藤善一君） これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午後１２時４０分 閉会 

本日の会議の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

 

 

 

議 長        関市西神野１６６５ 

 

 

                                        ○印  

                                                            

 

３５番        関市武芸川町跡部１４０７ 

 

 

                                        ○印  

                                                            

 

１番        関市鋳物師屋３丁目２－３２ 

 

 

                                        ○印  

                                                            

 


